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   The authors propose the priority challenges to be addressed for promoting the concrete discussion on 
Global Climate Change Adaptation Measures for Flood Risk Reduction based on cases in U.S.A., U.K., 
the Netherlands, and France. The cases are studied through the interview survey in May 2018, and Jan. 
2019, in addition to the literature survey through the Internet. 
   After briefly presenting the cases, the authors point out the necessity and pre-conditions for 
considering the future sea level rise and peak river flood flow change, the necessity of the adaptive 
approaches, importance of distinguishing the new development from the already existing houses, and 
assessing the evacuation possibility when regulating the land use in high flood risk areas, and the 
necessity of river improvement projects for promoting local consensus building on Land Use Regulation. 
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１． はじめに 

 

2017年の九州北部豪雨，2018年の西日本豪雨等の

激甚な豪雨による水害が頻発している．今後ともこ

れまでに経験したことのないような激甚な豪雨が発

生する可能性を念頭に置いた水害対策を推進してい

くことが必須であり，国土交通省水管理・国土保全

局に気候変動を踏まえた治水計画に係る技術検討会

が設置される(2018年4月)など施策の検討が進められ

ている． 
本稿は米国，英国（首都ロンドンを含むイングラ

ンド（England）地方のみ），蘭国（オランダ王

国），仏国（フランス共和国）の4箇国の洪水分野

の気候変動適応策等について2018年度に実施した現

地訪問調査成果を紹介し，我が国の洪水対策分野の

気候変動適応策検討にあたって留意すべき事項を抽

出し，我が国の同適応策の検討に資するものである． 
 

２．事例収集対象国の選定 
 

 洪水対策分野の気候変動適応策等の事例収集の対

象国として米英蘭仏の4箇国を選定した理由は次の2
つである． 

まず，これまでに国土交通省水管理・国土保全局

と情報共有・意見交換会議を開催してきた実績があ

ること．さらに，これまでに文献等から洪水対策分

野の具体的な気候変動適応施策又は洪水氾濫時の水

害軽減のための土地利用規制施策等が確認されてい

ること． 
 上記2つの観点から我が国及び4箇国の主要特性を

整理すると以下のようになる．なお，我が国は4箇
国に比べ河川の流域面積が小さい（図-1）とともに，

河床勾配が大きく洪水時に急激に増水する1)などの

特徴があり，各国の施策との比較にあたってはこれ

らの特性の違いを踏まえる必要がある． 
 
(1) 我が国 

氾濫原低平地への高度な人口・資産集積．豪雨時

の急激な河川水位上昇（洪水予測に基づく洪水対策

のリードタイムの短さ）．歴史的に洪水対策が重要

視され法定河川管理者が存在．RCP8.5シナリオを用

いた予測で21世紀末における短時間強雨の発生回数

が増加すると予測されている２)． 
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図-1 我が国と米英蘭仏の河川流域面積の比較** 
**図中折れ線は流域面積1千km2階層ごとの我が国の一級水系数3) 
 
(2) 米国 

 広大な国土．気候変動に対する懐疑論．1969年以

来国家洪水保険制度（ National Flood Insurance 
Program）が社会実装されている．1996年にそれま

での設計高水位・余裕高（Free Board）に基づく堤

防計画・設計体系からリスクを踏まえた計画・設計

体系へ移行した陸軍工兵隊（US Army Corps of 
Engineers，大河川の堤防整備等を所管）4)と，従来

の計画・設計体系を維持している連邦危機管理庁

（Federal Emergency Management Agency）の洪水保

険制度が併存．気候変動影響による海面上昇・豪雨

強度・頻度増大を予測5)． 
 

(3) 英国 

 首都ロンドンの高潮対策の重要性（1953年の高潮

災害で300人超の死者6）を踏まえテムズ・バリア

（Thames Barrier，テムズ川防潮可動堰）及び高潮

堤防により年超過確率1/1000の治水安全度を確保7）．

気候変動影響を洪水ピーク流量の増加率等として考

慮する手法を実装（1999年より海面上昇量について．

2006年より洪水ピーク流量等について）．気候変動

影響による海面上昇・冬期（英国の洪水は冬期発生

が多い）の降雨量増大を予測8)． 
 

(4) 蘭国 

 輪中堤で守られた低平地に高度に人口・資産が集

積．氾濫被害が国家の存亡にかかわるとの社会認識

が強い．気候変動影響への柔軟な対応手法を2017年
1月1日以降実装．堤防区間ごとの法定治水安全度を

2017年以降法律で規定9)，同年よりライン川等の法

定基準洪水流量廃止．以前は1996年制定の水防御法

により輪中ごとの最低防御レベル（水位超過確率）

が規定されていた．気候変動影響による海面上昇・

冬期（蘭国の洪水も冬期発生が多い）降雨強度増大

を予測10)． 
 
(5) 仏国 
 以前の「堤防の時代」から，20年ほど前より自然

への抵抗（堤防整備による洪水の封じ込め等）の限

界を認識しリスクの低い土地の利用へ移行している．

堤防新設事業は現在ほぼなし（堤防撤去事業あり）．

人口密度が低い場合に堤防強化が費用便益の観点か

ら成り立たないことがある（オランダとは防御対象

人口の桁が違うことがある）．災害リスクを考慮し

た土地利用規制の長い歴史で有名(５．(4)で詳述）．

2018年1月1日以降堤防管理を中央政府から地域（コ

ミューン，地方自治体の最小単位）へ移管中（単一

のコミューンでは管理が難しい場合にはコミューン

の連合体で管理）．コミューンが土地の開発許可と

防災対策の両者に責任を持つこととした．気候変動

影響による海面上昇を課題として明確に位置付け

る11)とともに，RCP2.6, 4.5, 8.5の3シナリオに基づく

2071-2100年の豪雨強度増大を予測12)． 
 

３．訪問先機関 

気候変動適応策等の最新状況について，2019年1
月下旬に4箇国政府の下記洪水対策担当機関等を訪

問し情報収集を行った．なお，米国陸軍工兵隊につ

いては2018年5月にも訪問し情報収集を行った． 
 
(1) 米国 

陸軍工兵隊 本部（在Washington D.C.）・水資源研

究所（ Institute for Water Resources，在Alexandria, 
Verginia） 
 

(2) 英国 

環境庁(Environment Agency，England地方の洪水対

策等を所管) テムズ防潮堰事務所（在London）等 
 
(3) 蘭国 

社会資本・水管理省 王立水機構（Rijkswaterstaat, 
Ministry of Infrastructure and Water Management，洪水

対策等を所管）レリスタッド事務所（在Lelystad） 
 
(4) 仏国 

環境移行・持続可能省リスク防止総局 (Direction 
Generale de la Prevention des Risques, Ministere de la 
Transition Ecologique et Solidaire，自然災害対策等を

所管，在パリ近郊La Defense)，アクア・バレー

（Aqua-Valley，南仏Montpellierの研究機関等から構

成される学際組織，在Montpellier），中部ガロンヌ

県 気 象 協 会 （ Association Climatologique de La 
Moyenne Garonne, 在南仏Agen），ロット・エ・ガ

ロンヌ県庁地域局（Direction Departementale des 
Territories, Prefet de Lot-et-Garonne，防災・土地利用

規制等を所管する国の出先機関，在Agen），国立環

境・鉱物資源・持続可能開発大学（École Nationale 
Supérieure en Environnement, Géoressources et 
Ingénierie du Développement durable，在Bordeaux） 
 

４．洪水対策分野の気候変動適応策 
 収集された4箇国の洪水対策分野の気候変動適応

策の事例を我が国の現状とともに以下に示す． 

 

(1) 我が国 

国土交通省による河川の洪水対策事業において将

- 26 -



 

 

来の気候変動影響による海面上昇，洪水ピーク流量

増大ともに現在のところ考慮していない． 
 

(2) 米国 

潮位の影響を受ける河川区間等における陸軍工兵

隊による洪水対策事業の計画・設計で将来の海面上

昇による影響を3つのシナリオ（High，Intermediate，
Low）により考慮するものとされている13)． 

洪水対策事業の選択肢の比較・検討に当たっては，

中間（Intermediate）シナリオを仮定して事業便益の

評価を行うものとされている．なお，実際に施工さ

れる堤防等施設の規模は，中間シナリオと高

（High）シナリオとの間で，費用便益費等の観点に

基づき最も適切な施設規模を決定する．例えば，中

間シナリオによる海面上昇量が3フィート，高シナ

リオによる同量が9フィートの場合，費用便益等の

観点から6フィートのシナリオを選定することがあ

りうる．また，複数の対策手法を組み合わせた順応

的な適応手法（Tiered Approach）を推奨している14)． 
また，洪水ピーク流量の将来変化については将来

予測の不確実性が大きいことから現在のところ考慮

していない． 
 
(3) 英国 

 環境庁より2016年発出の「Adaptation to Climate 
Change: Advice for Flood and Coastal Erosion Risk 
Management Authorities（気候変動への適応：洪水・

沿岸侵食リスク管理機関への助言）」により，気候

変動影響による将来の海面上昇，洪水ピーク流量変

化等を考慮する手法を提示（表-1，表-2）．2016年
以前については２．(3)のとおり． 
 河川流域・年代ごとに複数の洪水ピーク流量変化

率が提示されており，洪水対策事業検討時の感度分

析に用いられているが，洪水対策施設（堤防等）設

計時には原則として中位（Central）シナリオを適用

する．また，順応的適応（Managed Adaptation）を

推奨している15)． 
 これらの洪水ピーク流量変化率は，環境・食料・

農村地域省（Department for Environment, Food and 
Rural Affairs）と環境庁による洪水・沿岸侵食リス

ク管理共同研究開発プログラム（ Joint Defra/EA 
Flood and Coastal Erosion Risk Management R&D 
Programme）のうちのFD2648プロジェクトにより求

められたものである． 
 FD2648プロジェクトでは，UKCP09（英国気候予

測プロジェクト09）の気候変動シミュレーション結

果に基づき，流域ごとの洪水ピーク流量変化を評価

している16)．なお，地球温暖化効果ガス排出シナリ

オとしては，IPCCの前世代（SRES）のシナリオで

あるA1B，B1，A1FIの3つを順に「中排出」「低排

出」「高排出」シナリオとして用い，表-1に示す洪

水ピーク流量変化率は中排出（A1B）シナリオに基

づき算定されている．なお，表-2に示すH++シナリ

オが提示されており，水害発生時に極端な影響が予

想される場合（例 原子力発電所，広域エネルギー

供給施設の被災）には評価に用いることができると

されている15)． 
 UKCP09の後継となるUKCP18（英国気候変動予

測18）の成果が2018年11月以降順次公表されている

が，環境庁の洪水ピーク流量変化率等のUKCP18に
対応した見直しについては未定とのことであった

（2019年1月時点）． 
 

表-1 英国の年代・流域別洪水ピーク流量変化率15) 

 
🄫🄫Crown copyright (Environment Agency) 

 

表-2 H++シナリオにおける洪水ピーク流量変化率15) 

 
🄫🄫Crown copyright (Environment Agency) 

 

(4) 蘭国 

 洪水対策事業において気候変動影響による将来の

海面上昇，洪水ピーク流量変化を考慮している． 
 気候変動適応策の検討時に参考としている蘭国気

象庁による気候変動シナリオ（KNMI'06）には4つ
があり，気候変動影響の大きいほうから順にW+
（2100年4℃上昇相当），W，G+，Gシナリオであ

る．洪水対策施設の計画・設計時には通常高位

（W+）シナリオを採用するものとされているが，

順応的適応手法を採用する場合には中位（G又は

G+）シナリオでも良いこととなっている17)．これは，

洪水対策施設を随時かさ上げしていくような順応的

管理が可能な場合には，初期投資を抑えた柔軟な対

応を行うものである． 
また，将来予測において避けられない不確実性を

踏まえ，12年ごとに気候変動影響等による治水安全

度の低下状況を確認し，治水安全度が警報レベル

（所管大臣が設定）まで低下した時点で堤防のかさ

上げ工事等の検討・調整を開始し，法定治水安全度

まで安全度が低下する前に堤防かさ上げ等を完了す

る順応的管理9)を計画的に実施している．なお，蘭

国では将来の海面上昇による影響よりも地盤沈下に

よる影響の方が大きいと予測されている点に留意す

る必要がある． 
 

(5) 仏国 
 洪水対策事業において，将来の海面上昇60cm
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（2100年まで）を考慮している．洪水ピーク流量の

変化については，将来予測の不確実性が比較的大き

いため考慮していない．  
 

５．気候変動下の土地利用規制による水害対策 

 
 高水害リスクの場所の開発・利用を規制すること

により水害を防止・軽減する施策は，気候変動影響

の有無にかかわらず有効な水害対策の1つと考えら

れるが，規制の対象とする場所を適切に抽出・合意

するためのリスク情報を河川管理者等が適切に提供

することが重要である．以下に各国の概要を示す．

なお蘭国については該当する具体的な施策が見つ

かっていない． 
 

(1) 我が国 

 建築基準法第39条に災害危険区域（建築行為の制

限）の規定があり，地方公共団体が条例により津波，

高潮，出水等による危険の著しい区域を指定し（同

条第1項），住居の用に供する建築物の建築の禁止

その他建築物の建築に関する制限で災害防止上必要

なものを定める（同第2項）とされているが，導入

事例は限られている． 
 

(2) 米国 

国家洪水保険において高リスク地区に立地する建

物の保険料をより高く設定することにより土地利用

の低リスク地区への誘導を図っている．高リスク地

区の建物について公的資金を借り入れるには洪水保

険への加入が必要条件である．水害リスク低減対策

を実施しているコミュニティ内の保険料を割引く制

度（Community Rating System）がある． 
また，陸軍工兵隊に次のような先駆的取り組みが

あ る ． 2017 年 7 月 14 日 に 手 引 き （ Guidance ）

「Managed Overtopping of Levee Systems」（堤防シ

ステムにおける管理された越水）が陸軍工兵隊本部

（CECW-CE，Headquarters, Directorate of Civil Works, 
Corps of Engineers）から発出されている．同手引き

は，1987年発出のTechnical Letter (No. 1110-2-299)
「 Overtopping of Flood Control Levees and 
Floodwalls」の改定版であり，不確実性の考慮と，

工兵隊のプロセス変更の2点に対応するために改定

された． 
同手引きは，堤防天端高さの縦断形に計画的に高

低差を設ける（図-2）ことにより，設計規模を超え

る洪水時に越水する箇所の限定を図り避難時間の確

保などの減災対策を行う方法について解説している．

なお，本対策は強制ではなく選択肢の 1 つである．

図-2 では計画的越水箇所の堤防天端高さを通常よ

りも低くしているように見えるが，計画的越水箇所

以外を通常よりも高くしているものである．計画越

水深は，耐侵食構造（リップラップ等）の強さによ

り決まり，3 フィート（約 0.9 m）等に設定される．

また，法尻の侵食対策の追加（費用増）がその他考

慮すべき事項である． 
 

 
🄫🄫USACE 

図-2 堤防縦断形における計画的越水箇所設定概念図18) 
 

2019年1月18日聞き取り時点の同対策の現状と課

題については以下のとおりであった． 
・ 上記氾濫地点を計画的に限定する被害軽減対策

の実施工事例はまだない 
・ 同対策が進まない理由として以下が考えられる 

ア．住民の考え方の習性が変わらない 
イ．土地が貴重である 
ウ．残留リスクの住民による理解の難しさ 

・ 政府提示土地価格が安いと土地所有者が土地を

売る気にならない 
・ 氾濫地点を限定する被害軽減対策推進上必要な

土地を政府の提示価格では買収できない場合に

市町村が買収することは，対象面積が大きいこ

とから市町村の負担限界を超えており非現実的 
・ 堤防が整備されると住民が安心してしまう現状

では，後から本対策を追加することは難しい．

これから堤防を整備する箇所において同対策を

最初から組み込むのであれば実現可能であると

考えられる 
 

(3) 英国 

2006 年 12 月 に コ ミ ュ ニ テ ィ ・ 地 方 自 治 省

（ Department for Communities and Local 
Government）発出の「計画政策書第25号：開発と洪

水 リ ス ク 」 （ Planning Policy Statement 25: 
Development and Flood Risk）（2010年改定）に基づ

き，洪水確率に応じた洪水区域を設定し，土地利用

目的に応じて洪水確率のより低い区域へ土地開発を

誘導する制度（逐次テスト（Sequential Test），例外

テスト（Exception Test））が実施されている．なお，

環境庁は法定相談員（Statutory Consultee）として土

地開発計画に関与している． 
 

(4) 仏国 
 1935年の法律により洪水ハザード地図，都市域の

ゾーニング及び建築規制が導入されて以来，法的に

強制されるハザード・ゾーニングが社会実装されて

いる．1982年に洪水保険制度とともに洪水危険区域

図（PER）が導入された．PERでは高洪水危険区域

（赤色区域）での建築が禁止され，中洪水危険区域
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（青色区域）では建築規制（例 基準浸水位より

0.2m以上の高さに建築すること）が行われた．1995
年にはPERが「予想される自然リスク防止計画」

（PPR）に強化され全地方自治体にPPRの作成を義

務付けた19)．将来の海面上昇を考慮した洪水リスク

図（中央政府出先機関が作成）が作成され同図に基

づく土地利用規制図が地域で検討・作成される（図

-3）． 
2002年通達（中央政府発出）が水害対策の原則で

あり水害リスクの高い土地では都市開発を規制する．

ただし既に都市化が進んでいると規制内容が異なる．

既に開発されていればある程度までのリスクを許容

し増築を認める（死に関わる重大リスクを除く）． 
1995年設置のバルニエ基金により洪水危険区域に

ある資産を買い取ることができるようになった．洪

水氾濫時の流速・浸水深によるリスク分類が最悪ラ

ンクであり，避難が困難で，なおかつ補強工事では

予防できない（その建物の価値と同等以下の費用で

対策できない）場合バルニエ基金で買い取る可能性

がある． 
 

 
🄫🄫DGPR, MTES, France 

図-3 将来の海面上昇を考慮した土地利用規制図例20) 
 
６．我が国の洪水対策分野の気候変動適応策検

討にあたっての留意事項 
 

 上述の事例を踏まえた我が国の洪水対策分野の気

候変動適応策検討に当たっての留意事項について以

下に述べる．なお，これらは所属組織の公式見解で

はない． 
 

(1) 将来の海面上昇考慮手法の導入 

将来の海面上昇影響について，我が国を除く4箇
国すべてにおいて洪水対策施設の計画・設計時に考

慮されていることが確認された．我が国は周囲の海

流の複雑さなどの特性を有するとはいえ，河川計画

における出発水位に影響する海面上昇の考慮手法に

ついて検討が急がれると考えられる．なお，将来予

測において現在の科学技術では避けることのできな

い不確実性が存在することを前提として，改築困難

な施設，氾濫発生時に極端に甚大な被害が想定され

る箇所から優先的に考慮手法を検討・導入すること

が考えられる． 

(2) 将来の洪水流量変化考慮手法の検討 

洪水ピーク流量の将来変化については，英蘭2箇
国では考慮され，米仏2箇国では考慮されていない

ことが確認された．同考慮手法については，将来予

測における不確実性の大きさと，氾濫発生時の被害

の重大さの両面を踏まえ政策的に決定するものと考

えられ，地形・資産分布特性等に依存するものと考

えられる．例えば，我が国の河口部低平地に広がる

大都市部は英蘭に近い地形・資産分布特性を有する

と考えられ，同地域を流下する河川の基本・計画高

水流量の将来変化の考慮手法検討の必要性が高いと

考えられる． 
 なお，英国・蘭国の事例（４．(3)(4)）にあるよ

うに，将来の気候変動シナリオは必ずしも単一であ

る必要はなく，将来の施設改築の困難さ，洪水氾濫

発生時に想定される被害の深刻さに応じてシナリオ

を変えることが合理的である．これらの前提条件

（対象施設の改築の困難さ，氾濫発生時の被害の深

刻さ）を明確にしたうえで気候変動シナリオを検討

することが考えられる．つまり，将来の改築（かさ

上げ）が困難で，氾濫時の被害が激甚であるほど，

より高排出のシナリオを採用する考え方である．こ

れら対象施設の特性を踏まえずに気候変動シミュ

レーション結果のみから洪水対策施設の計画・設計

向けの共通の気候変動シナリオを見いだすことは難

しいと考えられる． 
 

(3) 将来予測の不確実性を前提とした順応的適応策 

現在の科学技術では避けることのできない気候変

動影響の将来予測における不確実性を踏まえ，蘭国

の事例（４．(4)）の様に定期的（蘭国では12年ご

と）に気候変動影響について確認し，適宜洪水対策

施設の改築（かさ上げ）等の検討を行う手法が，我

が国においても河川整備計画等において参考とすべ

き手法と考えられる．なお，米国・英国においても

順応的適応策を推奨している．仏国については調査

中である． 
 

(4) 土地利用規制における既存・新規開発の区別 

 河川整備規模を超過する洪水時の被害軽減対策の

1つとして挙げられる「土地利用規制」は，一般に

導入には強い抵抗があり，大規模災害の直後等を除

き実現は難しく我が国でも導入事例は限られている．

仏国（及び英国）の事例（５．(3)(4)）は住み続け

る場合と新規土地開発する場合とで規制内容を変え

る実際的な手法と考えられる．つまり同じ水害リス

クの土地について新規開発であれば認めないが既存

建物であれば継続しての居住を認めることがある．

高水害リスクの場所での居住継続には避難体制の確

保等が当然前提条件となるが，我が国の高水害リス

ク地区の土地利用規制の検討において参考になる． 
 

(5) 避難可否に応じた高水害リスク地区の定義 

 上述の土地利用規制の検討には，規制対象地区を
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抽出するのに必要なリスク情報を河川管理者等が適

切に提供することが重要と考えられ，高水害リスク

地区をどのように定義するかが課題の1つとなる．

想定される最大浸水深，氾濫流速，浸水位上昇速度

等による定義がまず考えられるが，避難の困難さも

重要な指標と考えられる．仏国の事例（５．(4)）で

は，高リスク地区の建物のバルニエ基金による買収

は「重大リスク（死に関わる）」があって，「避難

が困難」で「補強工事では予防できない」場合に限

定される．避難の困難さの尺度としては氾濫の予測

困難性が挙げられ，例えば南西仏を流れる大河ガロ

ンヌ川の場合には増水速度の観点から事前避難可能

と考えられるとのことである． 
 我が国の上流域河川等では洪水予測が困難である

ことを踏まえ，適切に高水害リスク地区を定義し，

対策を検討することが重要であると考えられる． 
 

(6) 土地利用規制導入時の河川改修の重要性 

 米国の事例（５．(2)）は，土地利用規制等の堤内

地での減災対策を推進する際に必要な利害関係者の

合意形成促進において，河川改修等による地域の治

水安全度の向上が重要な役割を担うことを示してい

ると考えられる．我が国においても，洪水対策施設

の整備が堤内地における減災対策に係る合意形成を

促進する面を再認識し，河川整備と地域の減災対策

とが連携した水害リスク低減対策推進手法を確立す

ることが望まれる．  
 

７．おわりに 
4箇国の洪水対策分野の気候変動適応策を比較す

ると，地形・資産分布特性等に応じた対策を実施し

ていることを再認識させられる．我が国には河口部

の低平地に高度に人口・資産が集積している地域，

資産集積度の比較的低い地域等が混在し，前者につ

いては英国の首都ロンドンや蘭国の洪水対策手法が

大いに参考になり，後者については地域特性に応じ

た洪水対策が重要と考えられ，米国・仏国の事例が

参考となる部分があると考えられる． 
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